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同上

特定施設の計画変更命令、計画廃止命令

　ダイオキシン類対策特別措置法第12条第１項又は第14条第１項の規定による特定施設の設置･変更届出が
あった場合において、その届出に係る特定施設に係る排出ガスにあっては当該特定施設の排出口、排出水
にあっては当該特定施設が設置されている水質基準適用事業場の排水口において、その排出ガス又は排出
水に含まれるダイオキシン類の量が第８条第１項の排出基準に適合しないと認めるとき、特定施設に関す
る計画の変更又は計画の廃止を命令することができる。

ダイオキシン類対策特別措置法第15条

　
　ダイオキシン類対策特別措置法第12条第１項又は第14条第１項の規定による届出があった場合におい
て、その届出に係る特定施設に係る排出ガスにあっては当該特定施設の排出口、排出水にあっては当該特
定施設が設置されている水質基準適用事業場の排水口において、その排出ガス又は排出水に含まれるダイ
オキシン類の量が第８条第１項の排出基準に適合しないと認めるとき
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